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地区整備計画が定められている区域内では、当該地区計画中の建築物に関する事項に適合しない場合

は認定できません。（建築確認では、建築基準法第６８条の２の地区計画条例に基づく制限を審査し、

本法では、その他条例に基づかない地区計画等の建築物に関する制限部分を審査します） 

以下の区域内では原則として認定できません。 

● 都市計画法第４条４項の促進区域 

● 都市計画法第４条第６項の都市計画施設の区域 

● 都市計画法第４条第７項の市街地開発事業の区域 

● 都市計画法第４条第８項の市街地開発事業等予定区域 

● 住宅地区改良法第８条第１項の告示があった日後における同法第２条第３項に規定する改良地区 
 

 

 

 

Ⅰ 地区計画の区域内かどうか  

 

Ⅱ 都市計画施設等の区域内かどうか →所管市に区域内かどうか事前照会してください。 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る認定申請にあたり、多摩建築指導事務所が所管行政

庁となる地域の居住環境への配慮については原則として以下のとおり申請前に所管部署へ確認をし、

申請書に裏面の「居住環境への配慮事前照会報告書」を添付してください。 

Ⅲ 景観計画の届出が必要かどうか  
→都庁のＨＰ（http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/→「景観」でサイト内検索）で確認してください。

（詳細な位置確認は都庁窓口 03（５３８８）３２６５へ） 

届出が必要な建築等の場合、都庁窓口へ届出を行い、届出の写しを認定申請に添付してください。 

 

 

→所管市町村に区域内かどうか事前照会してください。地区整備計画区域内の場合、都市 

計画法５８条の２の届出を所管市町村に行い、適合証等の写しを認定申請に添付してください。 

次の景観計画の区域内では、申請建築物が当該景観計画中の建築物に関する事項に適合しない場合は、

認定できません。 

（多摩建築指導事務所管内の東京都景観計画 抜粋） 


